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じ
め
に

　

広
島
県
三
原
市
を
東
西
に
流
れ
る
沼
田
川
の
下
流
域
は
、
同
県
の
な
か
で
も

平
安
時
代
彫
刻
が
特
に
集
中
し
て
伝
わ
る
地
域
で
あ
る
。
善
根
寺
や
円
城
寺
な

ど
、
こ
の
地
域
の
諸
寺
に
伝
わ
っ
た
重
要
作
例
は
こ
れ
ま
で
継
続
的
に
県
や
市

の
文
化
財
に
指
定
さ
れ
る
と
と
も
に
、
調
査
研
究
が
進
め
ら
れ
て
き
た（

1
（

。

　

近
年
、
こ
の
地
域
に
伝
わ
る
平
安
時
代
彫
刻
が
、
相
次
い
で
新
た
に
三
原
市

指
定
重
要
文
化
財
と
し
て
指
定
さ
れ
た
。
一
つ
は
同
市
沼
田
の
二
位
神
社
に
伝

わ
る
男
女
神
像
（
令
和
元
年
〔
二
〇
一
九
〕
九
月
十
八
日
指
定
（、
も
う
一
つ

は
同
市
小
坂
町
の
東
旭
院
に
伝
わ
る
観
音
菩
薩
立
像
と
二
天
王
立
像
（
令
和
三

年
〔
二
〇
二
一
〕
八
月
十
八
日
指
定
（
で
あ
る（

（
（

。
両
作
例
は
、
昭
和
三
十
年
代

に
郷
土
史
家
の
岡
本
虎
一
氏
ら
に
よ
っ
て
先
駆
的
な
調
査
が
さ
れ
て
い
た
も
の

の
（
（
（

、
こ
の
た
び
の
文
化
財
指
定
ま
で
は
広
く
紹
介
さ
れ
る
機
会
が
無
か
っ
た
。

　

本
稿
筆
者
は
か
つ
て
三
原
市
の
職
員
と
し
て
、
の
ち
に
同
市
文
化
財
保
護
審

議
会
の
委
員
と
し
て
、
両
作
例
の
再
調
査
と
文
化
財
指
定
に
携
わ
っ
た（

（
（

。
い
ず

れ
も
三
原
市
に
と
ど
ま
ら
ず
、
広
島
や
中
国
地
方
の
古
代
彫
刻
史
を
考
え
て
い

く
に
あ
た
っ
て
新
た
に
重
要
と
な
る
作
例
だ
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
こ
に
概
要

を
紹
介
し
、
あ
わ
せ
て
そ
の
意
義
を
述
べ
て
お
き
た
い
。
な
お
以
下
の
本
稿
の

内
容
は
、
本
稿
筆
者
が
原
案
を
作
成
し
た
三
原
市
重
要
文
化
財
指
定
調
書
と
重

複
す
る
箇
所
が
含
ま
れ
る
旨
、
了
解
さ
れ
た
い
。

一
、
二
位
神
社
男
女
神
像

　
　
　
（
一
）
女
神
坐
像
（
図
1
）
の
概
要

【
法
量
（
単
位
は
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
以
下
同
じ
（】

像
高　

五
四
・
八

髪
際
高　

四
四
・
七	

頂
―
顎　

一
九
・
四
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面
長　

一
〇
・
六	

面
幅　

一
一
・
五

耳
張
（
髪
含
む
（
一
三
・
四	

面
奥　

一
五
・
九

胸
奥　

一
四
・
八	

腹
奥
（
両
手
含
む
（
二
一
・
四

坐
奥　

二
六
・
二	

肘
張　

二
八
・
〇

膝
張　

三
二
・
九

【
形
状
】

　

頭
頂
に
髻
を
結
い
、
他
の
髪
は
両
肩
及
び
背
面
に
垂
ら
す
。
髪
は
平
彫
り
。

目
を
細
く
開
け
、
閉
口
す
る
。
二
重
の
衣
を
左
前
に
ま
と
う
。
顔
を
や
や
右
に

傾
げ
、
全
身
を
弓
な
り
に
曲
げ
、
右
手
を
上
に
し
て
真
正
面
か
ら
や
や
右
に
ず

れ
た
位
置
で
拱
手
し
、
右
足
を
少
し
前
に
出
し
て
坐
す
（
坐
勢
に
つ
い
て
は
後

述
（。

【
品
質
構
造
】

　

木
造
彩
色
。
一
木
造
り
。
現
状
の
全
容
を
針
葉
樹
の
一
材
か
ら
彫
成
。
木
心

は
像
内
に
籠
め
る
（
像
底
で
は
右
脚
部
、
背
面
で
は
後
頭
部
に
木
芯
が
位
置
す

る
（。
内
刳
り
な
し
。
な
お
、
持
物
を
取
り
付
け
た
形
跡
は
み
ら
れ
な
い
。
表

面
彩
色
は
、
髪
黒
、
顔
白
、
二
重
の
衣
の
内
側
を
白
、
外
側
を
赤
と
す
る
か
。

【
保
存
状
態
】

　

全
体
に
朽
損
・
虫
害
が
認
め
ら
れ
る
。
正
面
左
肩
か
ら
左
膝
に
か
け
て
大
き

く
え
ぐ
れ
る
（
も
と
も
と
用
材
の
ウ
ロ
が
あ
っ
た
か
（。

　
　
　
（
二
）
男
神
像
（
図
2
）
の
概
要

【
法
量
】

像
高　

八
六
・
〇

冠
際
高　

六
三
・
六	

頂
―
顎
（
巾
子
頂
か
ら
（
四
〇
・
九

面
長　

一
六
・
〇	

面
幅　

一
四
・
二

耳
張　

一
七
・
三	

面
奥　

一
八
・
九

胸
奥　

一
六
・
一	

腹
奥　

二
一
・
八

肘
張　

四
二
・
一	

腋
下
張　

二
二
・
六

袖
裾
張　

四
〇
・
一	

像
底
最
大
張　

二
五
・
五

像
底
最
大
奥　

二
三
・
五

【
形
状
】

　

巾
子
冠
を
被
る
。
眉
根
を
寄
せ
、
瞋
目
、
閉
口
す
る
。
上
半
身
に
袍
を
ま
と

う
。
正
面
を
向
き
、
両
手
屈
臂
し
て
左
手
は
掌
を
内
に
向
け
て
全
指
を
曲
げ
て

握
り
、右
手
は
全
指
を
軽
く
曲
げ
な
が
ら
開
く
。
立
坐
の
別
は
正
確
に
は
不
明
。

【
品
質
構
造
】

　

木
造
彩
色
。
一
木
造
り
。
頭
体
幹
部
は
巾
子
も
含
め
て
一
材
製（
針
葉
樹
か
（。

内
刳
り
な
し
。
木
心
は
像
内
に
籠
め
る
。
両
手
は
肩
・
手
首
で
矧
ぐ
。
体
部
正
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面
中
央
の
地
付
付
近
に
方
形
の
刳
り
が
施
さ
れ
る
。

　

表
面
彩
色
は
、
冠
黒
、
顔
白
、
黒
目
黒
、
唇
赤
、
顎
鬚
墨
描
、
髪
黒
、
袍
黒

と
す
る
か
。

【
保
存
状
態
】

　

腰
部
以
下
は
水
平
に
切
断
さ
れ
た
形
跡
が
あ
る
。
両
肩
か
ら
先
は
後
補
。
体

部
正
面
に
干
割
れ
が
走
る
。

　
　
　
（
三
）
二
位
神
社
の
沿
革

　

二
位
神
社
の
所
在
地
は
、
か
つ
て
の
沼
田
郡
、
の
ち
豊
田
郡
の
域
内
に
相
当

す
る
。
平
安
時
代
以
前
の
沿
革
は
不
明
で
あ
る
。
三
原
市
の
楽
音
寺
が
所
蔵
す

る
「
安
芸
国
神
名
帳
」（
鎌
倉
時
代（

（
（

（
に
は
沼
田
郡
十
七
前
の
筆
頭
に
二
位
一

前
の
舎
利
屋
明
神
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
が
現
在
の
二
位
神
社
に
相
当

す
る
か
ど
う
か
は
、
近
世
か
ら
議
論
が
あ
る
。

　

文
政
八
年
（
一
八
二
五
（
の
『
芸
藩
通
志
』
巻
九
十
、
安
芸
国
豊
田
郡
五
、

祠
廟
の
項
で
は
こ
の
舎
利
屋
明
神
に
つ
い
て
、「
郡
内
に
二
位
神
社
あ
り
、
又

賀
茂
郡
、
竹
原
東
野
村
、
有
谷
と
い
ふ
地
に
、
舎
利
弗
神
社
あ
り
、
隣
郡
な
れ

ば
、
神
名
帳
、
誤
て
当
郡
に
入
れ
た
る
か
」
と
注
記
し
て
い
る（

（
（

。
つ
ま
り
「
安

芸
国
神
名
帳
」
で
沼
田
郡
の
二
位
に
列
せ
ら
れ
る
舎
利
屋
明
神
に
つ
い
て
、
沼

田
郡
（
後
の
豊
田
郡
（
に
二
位
神
社
が
あ
る
一
方
、
隣
の
賀
茂
郡
に
は
名
前
の

似
る
舎
利
弗
神
社
が
あ
る
た
め
、
こ
れ
が
舎
利
屋
明
神
に
相
当
す
る
の
で
は
な

い
か
、
神
名
帳
は
賀
茂
郡
の
舎
利
弗
神
社
を
誤
っ
て
沼
田
郡
に
入
れ
た
の
で
は

な
い
か
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

一
方
、
昭
和
十
年
（
一
九
三
五
（
の
『
豊
田
郡
誌
』
第
八
章
社
寺
、
古
社
項

で
は
こ
の
『
芸
藩
通
志
』
の
説
を
引
用
し
な
が
ら
も（

（
（

、
同
書
の
別
の
箇
所
で
あ

る
二
位
神
社
項
で
は
そ
の
由
緒
と
し
て
、「
不
詳　

神
名
帳
〔
前
に
在
り
〕
に

在
る
二
位
の
舎
利
屋
明
神
は
是
な
る
べ
し　

文
化
四〔
丁
卯
〕年
再
建
す
（
（
（

」（〔　

〕

内
は
注
（
と
、
二
位
神
社
が
「
安
芸
国
神
名
帳
」
の
舎
利
屋
明
神
に
相
当
す
る

と
し
て
い
る
。
加
え
て
同
書
で
は
、
二
位
神
社
の
祭
神
と
し
て
仁
徳
天
皇
と
大

山
祇
命
、
相
殿
（
合
祀
さ
れ
た
神
（
と
し
て
宇
気
母
智
命
、
素
盞
鳴
尊
、
国
狭

土
命
、
宇
迦
之
御
魂
命
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
尊
名
の
一
部
が
本
稿

で
紹
介
す
る
両
像
と
対
応
し
て
い
る
の
か
は
定
か
で
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
二
位
神
社
の
沿
革
に
つ
い
て
は
、
主
に
近
世
・
近
代
の
地
誌
類

に
よ
っ
て
わ
ず
か
に
知
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。
な
お
、
本
稿
で
紹
介
す
る
神
像

そ
の
も
の
を
取
り
上
げ
た
記
述
は
、こ
れ
ら
地
誌
類
の
中
に
は
見
当
た
ら
な
い
。

　
　
　
（
四
）
造
形
上
の
特
徴
と
制
作
年
代

　

続
い
て
、
女
神
坐
像
の
特
徴
に
つ
い
て
述
べ
て
お
く
。

　

ま
ず
形
状
に
つ
い
て
。
頭
上
に
髻
を
結
っ
て
他
の
髪
を
肩
へ
垂
ら
し
、
衣
を

ま
と
っ
て
拱
手
し
て
坐
す
姿
は
、
基
本
的
に
は
平
安
時
代
の
女
神
像
に
通
有
の

も
の
と
い
え
る
。
姿
勢
を
見
る
と
、
顔
を
右
に
傾
げ
、
体
全
体
を
弓
な
り
に
曲

げ
、
中
央
よ
り
や
や
右
に
ず
れ
た
位
置
で
右
手
を
上
げ
、
左
手
は
そ
れ
に
添
え
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る
よ
う
に
し
て
右
袖
に
潜
り
込
ま
せ
て
拱
手
し
て
い
る
。
ま
た
脚
部
は
袖
の
内

に
隠
れ
て
判
別
し
難
い
が
、
地
付
で
は
左
足
に
比
べ
右
足
を
前
方
に
張
り
出
し

て
い
る
よ
う
に
見
え
る
こ
と
か
ら
、右
足
を
立
膝
と
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

で
あ
れ
ば
こ
の
手
勢
と
坐
勢
は
、
例
え
ば
岡
山
・
個
人
蔵
（
吉
備
津
神
社
神
官

家
伝
来
（
の
女
神
坐
像
二
軀
（
十
～
十
一
世
紀
（
（
（

（
と
ち
ょ
う
ど
左
右
対
称
を
示

し
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
近
隣
県
に
お
け
る
類
例
と
位
置
付
け
ら
れ
よ
う
。
平

安
時
代
の
神
像
は
身
体
表
現
を
簡
略
化
す
る
傾
向
が
強
い
中
に
あ
っ
て
、
本
像

の
姿
勢
は
比
較
的
変
化
を
つ
け
た
も
の
と
い
え
、入
念
な
制
作
態
度
が
窺
え
る
。

ま
た
、
襟
や
袖
を
表
す
ほ
か
は
着
衣
表
現
を
簡
略
に
す
る
一
方
、
表
情
は
丁
寧

に
彫
刻
し
て
い
る
。
特
に
本
像
の
表
情
は
、
目
を
伏
し
目
が
ち
に
し
て
細
め
、

口
を
固
く
閉
ざ
し
た
厳
し
い
表
情
を
と
る
の
が
特
徴
的
で
あ
る
。
現
段
階
で
詳

細
は
不
明
だ
が
、
こ
の
厳
し
い
表
情
は
、
造
像
当
初
の
本
像
が
有
し
て
い
た
宗

教
的
性
格
を
反
映
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

次
に
構
造
と
用
材
に
つ
い
て
。
内
刳
り
の
な
い
一
木
造
り
で
あ
る
の
も
平
安

期
の
神
像
に
通
有
の
特
徴
と
い
え
る
が
、
現
状
で
は
正
面
の
左
肩
か
ら
左
膝
に

か
け
て
縦
に
大
き
く
え
ぐ
れ
て
お
り
、
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
は
本
像
の
用
材
と

し
て
、
あ
え
て
ウ
ロ
の
存
在
す
る
由
緒
あ
る
材
を
用
い
た
た
め
と
も
考
え
ら
れ

る
。
神
像
を
め
ぐ
る
信
仰
と
用
材
の
関
係
を
考
え
る
上
で
も
、
本
像
は
興
味
深

い
作
例
と
い
え
る
。

　

次
に
法
量
に
つ
い
て
。本
像
の
約
五
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
に
及
ぶ
像
高
は
、

平
安
時
代
の
神
像
の
中
で
は
比
較
的
大
き
い
と
い
え
、
ま
た
体
奥
や
幅
も
大
き

く
と
ら
れ
て
い
る
。

　

一
般
的
に
平
安
時
代
の
神
像
は
、時
代
が
降
る
に
つ
れ
像
高
が
小
さ
く
な
り
、

体
奥
は
薄
く
な
り
、
各
部
表
現
は
省
略
さ
れ
て
い
く
傾
向
に
あ
る
。
一
方
、
本

像
は
堂
々
と
し
て
か
つ
姿
勢
に
変
化
の
あ
る
体
軀
を
有
し
、
表
情
は
丁
寧
に
彫

出
さ
れ
て
い
て
、
総
じ
て
造
形
の
水
準
が
高
い
。
こ
う
し
た
特
徴
か
ら
、
本
像

の
制
作
年
代
は
平
安
時
代
の
神
像
の
中
で
も
比
較
的
古
い
時
期
、
概
ね
十
世
紀

か
降
っ
て
も
十
一
世
紀
初
頭
ま
で
の
間
に
想
定
で
き
よ
う
。

　

三
原
市
内
に
伝
わ
る
神
像
の
古
例
と
し
て
は
、
御
調
八
幡
宮
の
像
が
著
名
で

あ
る
。
既
に
伊
東
史
朗
氏
に
よ
る
詳
細
な
紹
介
が
あ
る
と
お
り（
（1
（

、
御
調
八
幡
宮

に
は
、
ま
ず
九
世
紀
半
ば
頃
の
作
で
像
高
が
七
〇
㎝
程
度
と
大
き
い
僧
形
八
幡

神
坐
像
と
女
神
坐
像
が
あ
り
、
さ
ら
に
、
や
や
降
っ
た
九
世
紀
末
頃
の
作
で
像

高
五
〇
～
六
〇
㎝
程
度
の
八
幡
三
神
像
（
僧
形
八
幡
神
坐
像
お
よ
び
女
神
坐
像

二
軀
（が
伝
わ
っ
て
い
る
。
本
像
は
作
風
が
酷
似
す
る
ほ
ど
で
は
な
い
に
せ
よ
、

右
脚
を
立
膝
と
す
る
（
あ
る
い
は
そ
の
可
能
性
が
あ
る
（
坐
勢
な
ど
の
共
通
す

る
表
現
も
認
め
ら
れ
、
御
調
八
幡
宮
像
か
ら
一
定
程
度
の
影
響
を
受
け
て
い
る

可
能
性
が
あ
る
。
少
な
く
と
も
制
作
年
代
や
造
形
水
準
の
上
で
、
本
像
は
こ
の

地
域
に
お
け
る
、
御
調
八
幡
宮
像
に
次
ぐ
女
神
像
の
古
例
と
し
て
位
置
付
け
ら

れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　

次
に
男
神
像
に
つ
い
て
述
べ
て
お
く
。
実
査
時
に
は
先
述
の
女
神
坐
像
と
対

を
な
す
形
で
安
置
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
こ
れ
か
ら
述
べ
る
よ
う
に
想
定
さ
れ

る
制
作
年
代
は
異
な
り
、当
初
よ
り
二
尊
一
対
で
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
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（

広
島
・
二
位
神
社
男
女
神
像
と
東
旭
院
観
音
菩
薩
立
像
お
よ
び
二
天
王
立
像

―
三
原
市
新
指
定
文
化
財
の
紹
介

―

　

ま
ず
、
巾
子
冠
を
被
っ
て
袍
を
ま
と
う
姿
は
平
安
時
代
の
男
神
像
に
通
有
の

姿
と
い
え
る
が
、
平
安
時
代
の
男
神
像
は
坐
像
が
圧
倒
的
に
多
い
の
に
対
し
、

本
像
は
現
状
で
は
腰
部
以
下
が
切
断
さ
れ
、
当
初
の
立
坐
の
別
は
正
確
に
は
不

明
で
あ
る
。
た
だ
し
、
坐
像
で
あ
れ
ば
胴
部
と
膝
前
を
繋
ぐ
腰
回
り
が
左
右
に

張
り
出
す
は
ず
で
あ
る
が
、
現
状
の
地
付
を
像
底
か
ら
見
る
と
緩
や
か
な
楕
円

形
を
し
て
お
り
、
腰
回
り
の
左
右
の
張
り
出
し
を
切
り
落
と
し
た
形
跡
や
、
三

角
材
を
別
に
矧
ぎ
足
し
た
形
跡
は
無
い
。
つ
ま
り
現
状
の
地
付
は
当
初
の
腰
回

り
の
断
面
そ
の
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
元
は
坐
像
で
は
な
く
立
像
だ
っ

た
可
能
性
が
高
い
。
ま
た
面
貌
表
現
を
み
る
と
、
眉
を
吊
り
上
げ
、
眉
根
を
寄

せ
て
瞋
目
し
、
口
を
「
へ
」
の
字
状
に
閉
じ
る
威
圧
感
の
あ
る
表
情
を
し
て
い

る
。
鼻
や
目
を
突
き
出
し
、
眉
の
稜
線
を
鋭
く
彫
り
出
し
、
皺
を
深
く
太
く
刻

ん
で
い
る
。
立
像
で
あ
っ
た
可
能
性
、そ
れ
に
威
圧
的
な
表
情
か
ら
考
え
れ
ば
、

本
像
は
、
元
は
随
身
像
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

　

全
体
に
堅
さ
や
形
式
化
が
見
て
取
れ
る
も
の
の
、冠
は
大
ぶ
り
に
彫
出
さ
れ
、

面
貌
は
起
伏
に
富
み
、
力
強
く
刻
ま
れ
て
い
て
印
象
的
で
あ
り
、
体
軀
の
側
面

観
に
は
抑
揚
が
つ
け
ら
れ
る
な
ど
、
頭
体
幹
部
の
当
初
部
分
に
は
注
目
す
べ
き

表
現
が
少
な
く
な
い
。
女
神
坐
像
よ
り
少
し
遅
れ
た
、
平
安
時
代
後
期
、
概
ね

十
一
世
紀
後
半
か
ら
十
二
世
紀
頃
の
作
と
考
え
ら
れ
る
。

　

本
像
を
、
こ
の
よ
う
に
平
安
後
期
作
で
一
木
造
り
の
直
立
す
る
随
身
像
と
し

て
捉
え
た
場
合
、
近
隣
の
類
例
と
し
て
、
広
島
・
南
宮
神
社
像
（
二
対
四
軀
の

う
ち
、
像
高
の
小
さ
い
一
対
（
や
島
根
・
伊
賀
多
氣
神
社
像
が
挙
げ
ら
れ
る（
（（
（

。

た
だ
し
両
像
の
面
部
は
、
そ
れ
ぞ
れ
表
情
に
変
化
を
つ
け
て
丹
念
に
彫
刻
さ
れ

て
い
る
も
の
の
、
本
像
ほ
ど
抑
揚
を
強
調
し
て
は
い
な
い
。
一
方
、
全
体
の
作

風
は
異
な
る
も
の
の
、丸
く
突
き
出
た
目
や
尖
っ
た
鼻
の
形
状
は
例
え
ば
京
都
・

東
寺
の
八
部
衆
面
（
鎌
倉
時
代
（
（1
（

（
の
う
ち
の
摩
睺
羅
伽
な
ど
に
近
く
、
本
像
の

表
情
の
類
例
は
随
身
像
よ
り
も
む
し
ろ
各
種
の
仮
面
類
に
求
め
る
べ
き
か
も
し

れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
彫
り
の
深
い
印
象
的
な
面
貌
表
現
に
こ
そ
、

本
像
の
個
性
が
あ
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

二
、
東
旭
院
観
音
菩
薩
立
像
・
二
天
王
立
像

　
　
　
（
一
）
観
音
菩
薩
立
像
（
図
3
）
の
概
要

【
法
量
】

全
高
（
本
体
及
び
台
座
（
一
四
一
・
五

蓮
肉
底
―
頭
頂
（
頭
体
幹
部
材
全
高
（
一
一
九
・
五

（
本
体
（

像
高　

一
〇
四
・
七

髪
際
高　

九
三
・
二	

頂
―
顎　

二
四
・
八

面
長　

一
三
・
四	

面
幅　

一
一
・
二

耳
張　

一
三
・
四	

面
奥　

一
六
・
四

胸
奥
（
左
右
と
も
（
一
五
・
四	

腹
奥　

一
七
・
四

肘
張　

三
二
・
七	

腋
下
張　

一
八
・
七
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美　

術　

史　

学　
　

第
四
十
三
号

（

裙
裾
張　

三
五
・
三

足
先
開
（
外
（
一
七
・
〇
（
内
（
七
・
五

左
腋
下
―
右
肘
（
頭
体
幹
部
材
全
幅
（
二
八
・
〇

（
台
座
（

総
高
（
蓮
弁
頂
―
台
座
底
（
四
一
・
〇

最
大
張　

五
八
・
五	

最
大
奥　

四
九
・
七

蓮
肉
高　

一
四
・
八	

蓮
肉
径　

二
九
・
四

【
形
状
】

　

頭
上
に
髻
を
結
う
（
髪
束
四
束
〔
中
央
に
大
き
い
二
束
、
そ
の
左
右
に
小
さ

い
各
一
束
〕
を
後
方
へ
垂
ら
す
（。
天
冠
台
は
下
か
ら
紐
三
条
、
列
弁
（
背
面

で
省
略
（。髪
は
髻
及
び
地
髪
部
の
両
耳
よ
り
前
方
は
疎
ら
彫
り
、他
は
平
彫
り
。

鬢
髪
各
二
条
が
両
耳
を
亘
る
。
白
毫
相
。
顎
に
一
条
の
括
り
を
表
す
。
三
道
相
。

腹
部
に
一
条
の
括
り
を
表
す
。
天
衣
、
条
帛
、
裙
、
腰
布
を
着
け
る
。
天
衣
は

背
面
か
ら
両
肩
に
か
か
り
、両
上
膊
内
側
を
通
っ
て
垂
下
し
、正
面
膝
前
を
亘
っ

て
そ
れ
ぞ
れ
の
端
を
両
前
膊
に
懸
け
る
。条
帛
は
左
肩
か
ら
右
脇
腹
に
か
か
り
、

端
を
正
面
に
垂
ら
す
。
裙
は
正
面
中
央
で
左
前
に
打
ち
合
わ
せ
、
上
縁
を
折
り

返
し
、
裾
を
左
右
へ
大
き
く
広
げ
る
。
腰
布
は
正
面
中
央
で
右
前
に
打
ち
合
わ

せ
る
。
正
面
で
は
条
帛
と
裙
の
間
に
隙
間
が
な
く
、
腹
部
を
覗
か
せ
な
い
。
裙

と
腰
布
に
は
翻
波
式
衣
文
が
み
ら
れ
、正
面
中
央
に
は
渦
文
三
箇
が
み
ら
れ
る
。

正
面
を
向
き
、
左
手
は
肘
を
軽
く
曲
げ
な
が
ら
垂
下
さ
せ
全
指
を
握
り
、
右
手

は
屈
臂
し
て
掌
を
前
に
し
て
立
て
第
一
・
二
指
を
捻
じ
る
。
腰
を
右
に
捻
り
、

左
膝
を
少
し
ゆ
る
め
、足
指
の
左
右
第
一
指
を
軽
く
上
げ
て
蓮
華
座
上
に
立
つ
。

【
品
質
構
造
】

　

木
造
彩
色
。
一
木
造
り
。
頭
体
幹
部
は
、
左
は
左
肩
ま
で
、
右
は
右
前
膊
半

ば
ま
で
、
下
は
台
座
蓮
肉
ま
で
を
含
め
、
カ
ヤ
と
み
ら
れ
る
針
葉
樹
の
一
材
製
。

内
刳
り
な
し
。
木
芯
は
像
内
中
央
や
や
左
寄
り
に
籠
め
る
。
左
手
は
肩
・
手
首

で
、
右
手
は
前
膊
半
ば
と
手
首
で
矧
ぐ
。
左
体
側
部
の
天
衣
遊
離
部
上
下
二
箇

所
、
別
材
製
。
白
毫
は
別
材
嵌
入
。
な
お
、
脇
手
や
頭
上
面
を
矧
い
だ
か
の
よ

う
な
痕
跡
は
認
め
ら
れ
な
い
。

【
銘
記
】

　

背
面
裙
裾
に
次
の
銘
記
が
朱
書
さ
れ
る
。

　
　

小
坂
村

　
　
　
　
　

鳥
越
山

寛
政
七
卯
年　
　

安
養
寺

六
月
今
日
建
立
之　
　

本
尊
也

【
保
存
状
態
】

　

両
手
首
先
、
左
体
側
部
の
天
衣
遊
離
部
、
白
毫
、
後
補
。
右
手
第
三
・
五
指
、
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（

広
島
・
二
位
神
社
男
女
神
像
と
東
旭
院
観
音
菩
薩
立
像
お
よ
び
二
天
王
立
像

―
三
原
市
新
指
定
文
化
財
の
紹
介

―

欠
失
。
両
前
膊
か
ら
外
側
の
天
衣
垂
下
部
、亡
失
。
足
先
に
干
割
れ
が
走
る
が
、

足
先
は
当
初
材
と
み
ら
れ
る
。
現
状
で
は
釘
を
打
っ
て
固
定
す
る
。
表
面
彩
色

の
全
て
、後
補
（
う
ち
下
半
身
の
暗
褐
色
は
寛
政
七
年
（
一
七
九
五
（
の
後
補
、

他
は
近
代
の
新
補
か
（。
台
座
蓮
弁
お
よ
び
敷
茄
子
以
下
の
全
て
、
光
背
（
輪

光
の
破
片
が
残
る
（、
厨
子
、
後
補
。

　
　
　
（
二
）
二
天
王
立
像
（
図
4
・
5
）
の
概
要

【
法
量
】

（
そ
の
1
（

像
高
（
兜
宝
珠
含
む
（
九
九
・
二
（
※
参
考
・
兜
宝
珠
含
ま
な
い
（
九
三
・
一

兜
際
高　

八
三
・
七	

頂
―
顎
（
兜
宝
珠
含
む
（
二
七
・
三

面
長
（
兜
際
か
ら
（
一
一
・
八	

面
幅　

一
一
・
八

耳
張
（
兜
含
む
（
一
五
・
〇	

面
奥
（
兜
含
む
（
一
七
・
八

胸
奥
（
左
（
一
六
・
二
（
右
（
一
六
・
六	

腹
奥　

一
九
・
九

腋
下
張　

二
六
・
二	

袖
裾
張　

四
九
・
〇

裙
裾
張　

三
二
・
九	

足
先
開
（
外
（
二
五
・
〇

（
そ
の
（
（

像
高
（
現
状
、
兜
宝
珠
欠
（
九
三
・
〇

兜
際
高　

八
五
・
二	

頂
―
顎　

一
九
・
八

面
長
（
兜
際
か
ら
（
一
二
・
二	

面
幅　

一
一
・
四

耳
張
（
兜
含
む
（
一
四
・
八	

面
奥
（
兜
含
む
（
一
七
・
二

胸
奥
（
左
（
一
五
・
八
（
右
（
一
五
・
五	

腹
奥　

一
七
・
八

腋
下
張　

二
四
・
三	

袖
裾
張　

五
〇
・
一

裙
裾
張　

三
二
・
二	

足
先
開
（
外
（
三
一
・
二

【
形
状
】

（
そ
の
1
（

　

兜
を
被
る
（
頂
上
に
宝
珠
形
。
正
面
に
山
形
飾
り
、
左
右
に
吹
き
返
し
を
表

す
（。
眉
根
を
寄
せ
、
瞋
目
、
閉
口
す
る
。
領
巾
、
鰭
袖
衣
、
大
袖
衣
、
裙
、

袴
を
ま
と
い
、
着
甲
（
肩
甲
、
下
甲
、
胸
甲
、
表
甲
、
腰
甲
、
前
楯
、
籠
手
、

脚
絆
（
し
、
甲
締
具
と
腰
帯
で
締
め
、
腰
帯
の
左
右
に
天
衣
を
か
ら
め
る
。
顎

を
引
い
て
正
面
下
方
を
向
き
、
左
手
は
振
り
上
げ
て
、
右
手
は
肘
を
軽
く
曲
げ

な
が
ら
垂
下
さ
せ
て
手
先
を
右
腰
脇
に
添
え
、
腰
を
右
に
捻
り
、
左
足
を
側
方

に
踏
み
出
し
て
立
つ
。

（
そ
の
（
（

　

兜
は
頂
上
飾
り
欠
失
、
左
右
の
吹
き
返
し
は
表
さ
な
い
。
沓
を
履
く
。
正
面

を
向
き
、左
手
は
肘
を
軽
く
曲
げ
な
が
ら
垂
下
さ
せ
て
手
先
を
左
腰
脇
に
添
え
、

腰
を
左
に
捻
り
、
右
足
は
膝
を
外
側
に
曲
げ
な
が
ら
側
方
に
踏
み
出
し
て
立
つ

（
右
手
の
当
初
の
手
勢
は
不
明
（。
他
は
そ
の
1
に
準
ず
る
。
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【
構
造
】

（
そ
の
1
（

　

一
木
造
り
。
頭
体
幹
部
は
兜
宝
珠
、
両
足
枘
を
含
め
、
カ
ヤ
と
み
ら
れ
る
針

葉
樹
の
一
材
製
。
内
刳
り
な
し
。
木
芯
は
頂
上
で
は
後
方
に
外
し
、
像
底
で
は

像
や
や
後
ろ
寄
り
に
籠
め
る
。
両
肩
先
、
両
大
袖
先
、
右
手
首
先
、
別
材
製
。

表
面
は
白
下
地
彩
色
。
現
状
大
半
が
黒
ず
む
も
の
の
、
正
面
の
裙
に
赤
、
緑
の

彩
色
が
認
め
ら
れ
る
。

（
そ
の
（
（

　

一
木
造
り
。
頭
体
幹
部
は
左
手
の
第
一
指
先
、及
び
二
～
五
指
の
半
ば
ま
で
、

及
び
左
足
枘
を
含
め
、
カ
ヤ
と
み
ら
れ
る
針
葉
樹
の
一
材
製
。
木
芯
は
頂
上
で

は
後
頭
部
を
か
す
め
、
像
底
で
は
中
央
に
籠
め
る
。
兜
頂
上
の
飾
り
、
左
手
第

二
～
五
指
の
先
、
右
肩
か
ら
先
、
左
足
先
、
別
材
製
。
他
は
そ
の
1
に
準
ず
る
。

彩
色
も
同
様
。

【
保
存
状
態
】

（
そ
の
1
（

　

左
手
先
、
両
足
先
欠
失
。
両
大
袖
先
、
右
手
先
亡
失
。
表
面
彩
色
は
後
補
か
。

左
体
側
の
大
腿
部
辺
り
で
一
箇
所
、
節
が
大
き
く
抜
け
る
。

（
そ
の
（
（

　

兜
頂
上
の
飾
り
は
枘
を
残
し
欠
失
。
左
足
の
平
の
内
側
を
欠
失
、先
を
亡
失
。

左
大
袖
先
亡
失
。
左
手
第
二
・
三
指
の
先
を
亡
失
、
四
・
五
指
の
先
は
後
補
。

右
肩
先
後
補
、
右
大
袖
先
と
手
首
先
を
亡
失
。
表
面
彩
色
は
後
補
か
。
正
背
面

で
縦
に
大
き
く
干
割
れ
が
走
る
。

　
　
　
（
三
）
安
養
寺
と
東
旭
院
の
沿
革

　

東
旭
院
の
前
に
、
観
音
菩
薩
立
像
の
背
面
朱
書
銘
に
あ
る
鳥
越
山
安
養
寺
の

沿
革
に
つ
い
て
、
確
認
し
て
お
く
。

　
「
継
目
安
堵
御
判
礼
銭
以
下
支
配
状
写
」（
小
早
川
家
証
文
・
二
二
〇
（
に
は
、

文
明
十
二
年
（
一
四
八
〇
（
十
月
、
礼
銭
三
百
文
を
負
担
し
た
と
し
て
「
鳥
越

寺
」
の
名
が
見
え
る（
（1
（

。
こ
れ
が
こ
こ
で
い
う
安
養
寺
に
相
当
す
る
可
能
性
が
高

く
、
史
料
上
の
初
出
と
み
ら
れ
る
。
な
お
こ
の
史
料
は
、
東
旭
院
の
近
隣
で
平

安
彫
刻
を
伝
え
て
い
る
善
根
寺
や
円
城
寺
な
ど
の
初
出
史
料
で
も
あ
る
。

　

降
っ
て
、
文
政
二
年
（
一
八
一
九
（
の
「
国
郡
志
御
用
ニ
付
下
し
ら
へ
書
出

帳　

豊
田
郡
小
坂
村
」
の
寺
院
条
に
は
、「
真
言
宗　

鳥
越
山
安
養
寺　

御
調

郡
三
原
正
法
寺
末
寺　

本
尊
正
観
音　

唐
宮
之
作
之
由
申
伝
候　

但
其
外
仏
像

数
々
略
（
中
略
（
右
安
養
寺
開
基
之
由
緒
相
知
不
申
、
小
早
川
家
高
山
御
在
城

之
節
御
祈
願
所
ニ
而
、
寺
領
等
も
有
之
大
寺
之
由
申
伝
候
、
唯
今
無
住
無
檀
那

ニ
御
座
候（
（1
（

（
後
略
（」
と
あ
る
。
安
養
寺
は
真
言
宗
に
属
し
、
三
原
の
正
法
寺

の
末
寺
で
あ
り
、
本
尊
は
聖
観
音
で
、
他
に
も
い
く
つ
か
の
仏
像
が
あ
る
と
い

う
。
小
早
川
家
の
祈
願
所
で
あ
り
、
寺
領
の
あ
る
大
寺
で
あ
っ
た
が
、
文
政
二

年
当
時
は
無
住
・
無
檀
那
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
と
い
う
。

　

さ
て
、前
章
で
先
掲
し
た
『
芸
藩
通
志
』
で
は
安
養
寺
に
つ
い
て
、前
掲
「
書
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（

広
島
・
二
位
神
社
男
女
神
像
と
東
旭
院
観
音
菩
薩
立
像
お
よ
び
二
天
王
立
像

―
三
原
市
新
指
定
文
化
財
の
紹
介

―

出
帳
」
に
準
じ
て
「
安
養
寺　

小
坂
村
に
あ
り
、
鳥
越
山
と
号
す
、
小
早
川
家

の
祈
願
所
に
て
、
寺
領
も
あ
り
し
と
い
ふ
」
と
記
載
が
あ
り
、
こ
れ
と
は
別
に

佛
通
寺
の
子
院
と
し
て
「
東
旭
庵
」
の
名
が
み
え
る（
（1
（

。
こ
の
時
点
で
は
両
者
は

別
の
寺
院
で
あ
っ
た
。
し
か
し
明
治
時
代
に
入
る
と
、
両
者
の
関
係
に
は
変
化

が
生
じ
る
。

　

大
正
十
一
年
（
一
九
二
二
（
の
『
長
谷
村
誌
』
第
三
章
第
四
節
「
小
坂
東
旭

庵
（
元
安
養
寺
（」
で
は
同
寺
に
つ
い
て
「
本
尊　

観
音
菩
薩
」
と
し
、
さ
ら

に
沿
革
に
つ
い
て
「
元
安
養
寺
と
称
し
真
言
宗
に
し
て
御
調
郡
三
原
町
正
法
寺

の
末
寺
な
り
し
が
明
治
維
新
の
際
無
檀
無
住
の
故
を
以
て
廃
寺
と
な
り
し
を
明

治
四
十
一
年
五
月
二
十
九
日
本
郡
高
坂
村
字
許
山
に
あ
り
し
東
旭
庵
を
之
に
移

し
寺
格
を
再
興
し
臨
済
宗
に
改
む
（
（1
（

。」と
あ
る
。
昭
和
十
年（
一
九
三
五
（の『
豊

田
郡
誌
』
第
八
章
社
寺
の
安
養
寺
の
項
に
も
沿
革
に
つ
い
て
ほ
ぼ
同
じ
記
載
が

あ
る
う
え（
（1
（

、
同
書
の
佛
通
寺
項
で
は
子
院
と
し
て
「
東
旭
庵
」
が
み
え
、
明
治

四
十
二
年
（
一
九
〇
九
（
三
月
三
日
に
小
坂
の
地
へ
転
じ
た
こ
と
が
注
記
さ
れ

て
い
る（
（1
（

。

　

以
上
に
よ
れ
ば
、
本
像
の
現
所
在
地
で
あ
る
小
坂
町
に
は
も
と
も
と
安
養
寺

が
あ
っ
た
が
、
明
治
時
代
に
入
っ
て
廃
寺
と
な
り
、
日
付
に
若
干
の
差
違
が
あ

る
も
の
の
明
治
四
十
一
、
二
年
頃
、
高
坂
町
許
山
に
あ
っ
た
佛
通
寺
の
子
院
・

東
旭
庵
が
そ
こ
へ
移
る
形
で
再
興
さ
れ
た
と
い
う
。
こ
れ
が
現
在
の
東
旭
院
の

直
接
の
由
来
で
あ
ろ
う
。

　

本
像
背
面
の
銘
記
を
参
考
に
す
れ
ば
、
本
像
は
、
元
来
は
安
養
寺
の
本
尊
と

し
て
現
所
在
地
に
伝
わ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
先
掲
「
書
出
帳
」
や
『
長

谷
村
誌
』
に
よ
れ
ば
安
養
寺
や
東
旭
庵
の
本
尊
は
観
音
菩
薩
と
記
載
さ
れ
て
お

り
、
本
像
が
観
音
菩
薩
と
し
て
信
仰
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
　
　
（
四
）
観
音
菩
薩
立
像
の
特
徴
と
制
作
年
代

　

本
像
背
面
の
銘
文
は
寛
政
七
年
（
一
七
九
五
（
に
建
立
し
た
旨
を
記
し
た
も

の
だ
が
、
本
像
の
姿
は
一
見
し
た
と
こ
ろ
で
も
こ
の
年
代
よ
り
遙
か
に
古
様
で

あ
り
、
銘
文
は
修
理
再
興
時
の
も
の
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
。
造
形
上
の
特
徴

か
ら
、
本
像
の
制
作
年
代
に
つ
い
て
詳
し
く
検
討
し
た
い
。

　

ま
ず
体
軀
全
体
を
見
る
と
、細
身
な
が
ら
抑
揚
の
あ
る
腰
高
の
体
軀
を
有
し
、

肩
や
胸
に
は
張
り
が
あ
り
、
腰
は
細
く
引
き
締
ま
っ
て
い
る
。
腰
を
前
方
に
入

れ
な
が
ら
右
に
捻
り
、
膝
を
わ
ず
か
に
弛
め
て
い
る
。
全
体
に
や
や
堅
さ
は
み

ら
れ
る
も
の
の
、
体
軀
に
自
然
な
動
き
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
、
細

身
で
自
然
な
動
き
の
あ
る
体
軀
の
表
現
は
、
九
世
紀
後
半
か
ら
十
世
紀
に
多
い

幅
広
で
重
量
感
あ
る
一
木
彫
像
と
は
一
線
を
画
し
、
む
し
ろ
そ
れ
以
前
の
奈
良

時
代
末
か
ら
平
安
時
代
初
期
の
作
例
に
連
な
る
造
形
感
覚
と
い
え
よ
う
。

　

各
部
の
表
現
を
具
体
的
に
見
て
い
き
た
い
。
ひ
と
き
わ
特
徴
的
な
の
は
衣
文

表
現
で
あ
る
。
腰
布
や
裙
に
大
小
の
皺
を
交
互
に
表
し
た
翻
波
式
衣
文
が
認
め

ら
れ
、
正
面
下
半
身
に
は
複
数
の
渦
文
が
あ
り
、
そ
れ
ら
の
鎬
が
強
調
さ
れ
る

の
が
印
象
的
だ
が
、
こ
の
あ
た
り
は
九
世
紀
の
一
木
彫
像
で
よ
く
み
ら
れ
る
表

現
で
は
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
加
え
て
本
像
で
は
、
裙
の
折
り
返
し
部
や
腰
布
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美　

術　

史　

学　
　

第
四
十
三
号

10

で
顕
著
な
よ
う
に
、
衣
の
縁
で
衣
文
線
の
う
ね
り
が
ひ
た
す
ら
強
調
さ
れ
て
お

り
、
こ
こ
に
表
現
上
の
大
き
な
特
徴
が
あ
る
。
こ
の
点
は
、
例
え
ば
奈
良
・
秋

篠
寺
十
一
面
観
音
菩
薩
立
像
な
ど
九
世
紀
の
唐
風
と
い
わ
れ
る
一
木
彫
像
が
類

例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
た
だ
し
本
像
の
場
合
、
衣
の
自
然
な
翻
り
を
立
体

的
に
表
現
し
た
と
い
う
よ
り
、
曲
線
を
強
調
し
た
装
飾
的
・
絵
画
的
な
表
現
に

意
が
注
が
れ
て
い
る
。

　

正
面
に
お
い
て
、
条
帛
と
裙
の
間
に
隙
間
が
な
く
、
腹
部
を
覗
か
せ
な
い
点

に
も
、
着
衣
表
現
の
特
徴
が
あ
る
。
例
え
ば
福
井
・
羽
賀
寺
十
一
面
観
音
菩
薩

立
像
や
、
滋
賀
・
常
教
寺
聖
観
音
菩
薩
立
像
（
（1
（

、
兵
庫
・
西
谷
区
十
一
面
観
音
菩

薩
立
像
（
11
（

な
ど
、
こ
れ
も
九
世
紀
頃
の
作
例
の
な
か
に
類
例
を
認
め
る
こ
と
が
で

き
る
が
、
多
く
は
な
い
。

　

表
面
彩
色
は
後
補
で
あ
る
も
の
の
、
全
体
に
彫
刻
表
現
は
制
作
当
初
の
そ
れ

を
良
好
に
保
っ
て
い
る
。
足
先
及
び
蓮
肉
も
当
初
の
も
の
で
、
頭
体
幹
部
材
か

ら
共
に
彫
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
奈
良
時
代
か
ら
平
安
時
代
初
期
に
か
け
て

多
い
古
様
な
構
造
と
い
え（
1（
（

、
損
傷
し
や
す
い
箇
所
に
も
か
か
わ
ら
ず
実
際
に
本

体
と
共
木
か
ら
彫
出
さ
れ
た
足
先
や
台
座
ま
で
残
っ
て
い
る
の
は
、
地
方
に
お

い
て
は
た
い
へ
ん
貴
重
だ
と
い
え
よ
う
。

　

以
上
の
作
風
か
ら
、
本
像
の
制
作
年
代
は
平
安
時
代
の
な
か
で
も
比
較
的
早

い
時
期
、
概
ね
九
世
紀
半
ば
頃
に
想
定
で
き
よ
う
。

　

本
像
を
こ
の
よ
う
に
位
置
付
け
た
と
き
、
制
作
年
代
も
所
在
地
も
近
い
菩
薩

立
像
の
類
例
と
し
て
第
一
に
想
起
す
べ
き
は
、
善
根
寺
収
蔵
庫
の
日
光
・
月
光

菩
薩
立
像
（
図
（
（
で
あ
る
。
か
つ
て
本
稿
筆
者
は
同
像
の
制
作
年
代
を
九
世

紀
後
半
か
ら
十
世
紀
前
半
の
あ
い
だ
と
推
定
し
た（
11
（

。
ま
た
両
者
は
同
じ
小
坂
町

内
に
所
在
す
る
。
と
こ
ろ
が
本
像
と
善
根
寺
像
の
間
に
は
、
い
く
つ
か
の
大
き

な
隔
た
り
が
あ
る
。
背
刳
り
の
有
無
な
ど
構
造
上
の
違
い
も
あ
る
が
、
最
も
重

要
な
の
は
作
風
の
違
い
で
あ
る
。
本
像
の
よ
う
な
う
ね
り
を
多
用
す
る
込
み

入
っ
た
衣
文
線
が
善
根
寺
像
に
は
無
く
、
そ
れ
が
第
一
の
大
き
な
違
い
だ
が
、

細
部
表
現
に
も
い
く
つ
か
の
相
違
点
が
あ
る
。

　

頭
部
を
比
較
す
る
と
、
善
根
寺
像
の
髻
は
高
く
、
頂
上
か
ら
等
し
い
幅
の
髪

束
を
左
右
に
垂
ら
す
点
が
特
徴
的
だ
が
、
本
像
の
髻
は
低
く
、
大
ぶ
り
な
髪
束

を
後
方
に
垂
ら
す
点
も
異
な
る
。
ま
た
本
像
の
面
貌
表
現
は
下
膨
れ
の
頬
に
特

徴
が
あ
り
、
そ
れ
は
側
面
観
で
顕
著
だ
が
、
善
根
寺
像
に
そ
う
し
た
特
徴
は
見

ら
れ
な
い
。
鼻
に
注
目
す
る
と
、
本
像
は
鼻
翼
の
大
き
さ
が
目
立
つ
が
、
善
根

寺
像
の
そ
れ
は
小
さ
い
。
耳
に
注
目
す
る
と
、
善
根
寺
像
は
耳
輪
を
た
い
へ
ん

太
く
作
る
点
に
特
徴
が
あ
る
が
、
本
像
は
細
い
。
環
状
の
耳
朶
に
つ
い
て
も
同

様
で
あ
る
。

　

次
に
背
面
の
表
現
に
つ
い
て
で
あ
る
。
善
根
寺
像
は
、
頭
体
幹
部
を
通
し
て

背
面
の
細
部
表
現
を
大
き
く
省
略
し
て
い
る
。
天
冠
台
の
意
匠
や
地
髪
の
束
ね

目
は
、
両
耳
よ
り
後
ろ
で
は
省
略
さ
れ
て
平
ら
と
な
り
、
着
衣
の
衣
文
表
現
は

ほ
と
ん
ど
無
く
、
衣
の
輪
郭
だ
け
が
彫
刻
さ
れ
て
い
る
。
一
方
本
像
は
、
天
冠

台
と
地
髪
の
束
ね
目
は
後
半
で
省
略
さ
れ
る
も
の
の
、
衣
文
は
背
面
で
も
（
正

面
ほ
ど
う
ね
り
を
強
調
し
な
い
ま
で
も
（
省
略
せ
ず
彫
り
表
さ
れ
て
い
る
。
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11

広
島
・
二
位
神
社
男
女
神
像
と
東
旭
院
観
音
菩
薩
立
像
お
よ
び
二
天
王
立
像

―
三
原
市
新
指
定
文
化
財
の
紹
介

―

　

こ
の
よ
う
に
本
像
と
善
根
寺
像
は
、
と
も
に
近
在
す
る
平
安
前
期
の
菩
薩
立

像
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
作
風
に
は
一
定
の
隔
た
り
が
あ
る
。
加
え
て
、
本
像

に
み
ら
れ
る
平
安
初
期
風
の
諸
特
徴
、
つ
ま
り
細
身
で
動
き
を
つ
け
、
衣
文
は

変
化
に
富
む
と
い
っ
た
特
徴
は
善
根
寺
像
に
は
見
出
し
に
く
く
、
ゆ
え
に
制
作

年
代
は
本
像
の
方
が
若
干
遡
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

特
に
衣
文
線
の
装
飾
性
を
重
視
し
た
本
像
の
作
風
は
、
善
根
寺
な
ど
の
近
隣

だ
け
で
な
く
、
広
島
県
内
の
古
代
彫
刻
全
般
を
見
渡
し
て
み
て
も
、
お
そ
ら
く

類
例
を
見
出
し
に
く
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
た
め
移
入
像
で
あ
る
可
能

性
も
想
定
し
う
る
が
、平
面
的
な
衣
文
表
現
や
像
後
半
で
の
細
部
表
現
の
省
略
、

動
き
が
あ
り
な
が
ら
や
や
堅
さ
を
み
せ
る
姿
勢
な
ど
は
、
や
は
り
地
方
風
の
表

れ
と
み
る
べ
き
で
あ
り
、
本
像
は
当
地
で
の
造
像
だ
と
考
え
て
お
き
た
い
。

　
　
　
（
五
）
二
天
王
立
像
の
特
徴
と
制
作
年
代

　

次
に
二
天
王
立
像
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。
観
音
菩
薩
立
像
と
同
じ
く
内
刳
り

の
な
い
一
木
造
り
の
古
様
な
構
造
で
、
こ
ち
ら
も
平
安
時
代
の
作
と
み
ら
れ
る

が
、
作
風
は
大
き
く
異
な
る
。

　

ま
ず
着
衣
表
現
に
つ
い
て
。
観
音
菩
薩
立
像
は
変
化
を
つ
け
た
衣
文
線
を
細

や
か
に
彫
刻
す
る
点
に
特
徴
が
あ
っ
た
が
、
本
像
に
は
そ
う
し
た
傾
向
は
見
ら

れ
ず
、
袖
や
裙
裾
の
衣
文
は
お
と
な
し
い
。
ま
た
、
胸
甲
、
前
楯
ほ
か
甲
の
各

部
意
匠
の
彫
刻
を
省
略
す
る
傾
向
が
見
て
取
れ
、
こ
の
こ
と
は
本
像
の
制
作
年

代
を
若
干
下
げ
る
根
拠
と
な
る
だ
ろ
う
。

　

全
体
の
バ
ラ
ン
ス
を
見
る
と
、
頭
部
が
大
き
め
で
手
足
が
短
い
、
ず
ん
ぐ
り

と
し
た
体
軀
が
特
徴
的
で
あ
る
。
こ
の
点
も
、
観
音
菩
薩
立
像
の
細
身
で
伸
び

や
か
な
体
軀
と
は
大
き
く
異
な
る
。
ま
た
正
面
観
で
は
体
軀
は
幅
広
に
見
え
る

一
方
、
側
面
観
で
は
奥
行
き
は
そ
れ
ほ
ど
深
く
な
い
。
量
感
を
強
調
す
る
と
い

う
よ
り
、
全
体
に
お
と
な
し
い
体
つ
き
に
な
っ
て
い
る
。
同
様
の
特
徴
は
、
京

都
・
仁
和
寺
の
二
天
王
立
像
や
同
・
清
凉
寺
の
四
天
王
立
像
な
ど
九
世
紀
末
の

作
と
推
定
さ
れ
て
い
る（
11
（

像
に
多
く
見
出
せ
る
。
本
像
に
つ
い
て
は
、
細
部
表
現

が
省
略
さ
れ
、
姿
勢
に
や
や
堅
さ
が
み
ら
れ
る
こ
と
な
ど
を
考
慮
し
て
、
そ
れ

ら
よ
り
少
し
降
っ
た
十
世
紀
の
作
と
判
断
し
て
お
き
た
い
。

　

本
像
を
善
根
寺
の
四
天
王
立
像
と
比
較
し
て
み
た
い
。
善
根
寺
像
は
、
頭
部

が
小
さ
め
の
比
較
的
長
身
な
体
軀
を
有
し
、
体
奥
は
深
く
、
全
体
に
重
量
感
が

あ
る
。
ま
た
善
根
寺
像
の
着
衣
表
現
は
、
首
筋
に
密
着
す
る
襟
甲
や
曲
が
り
の

き
つ
い
前
楯
な
ど
に
独
特
な
点
が
あ
る
が
、
本
像
に
こ
う
し
た
特
色
は
見
ら
れ

な
い
。
像
全
体
の
作
風
を
見
れ
ば
、
本
像
と
善
根
寺
像
と
の
間
に
は
や
や
隔
た

り
が
あ
り
、
制
作
年
代
は
善
根
寺
像
が
先
行
す
る
と
み
ら
れ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
善
根
寺
像
と
共
通
す
る
表
現
も
無
い
で
は
な
い
。
顕
著
な

の
は
（
そ
の
（
（
の
下
半
身
の
正
面
観
で
、
真
横
へ
張
り
出
す
よ
う
に
曲
げ
る

片
膝
、
短
く
太
い
下
腿
、
正
面
で
カ
ー
ブ
の
き
つ
い
Ｕ
字
状
の
衣
文
を
重
ね
な

が
ら
両
足
の
間
を
垂
れ
る
裙
な
ど
は
、
善
根
寺
の
広
目
天
立
像
や
多
聞
天
立
像

と
た
い
へ
ん
よ
く
似
て
い
る
（
図
（
・
（
（。
本
像
と
善
根
寺
像
と
の
間
に
、

全
体
の
バ
ラ
ン
ス
を
異
に
し
な
が
ら
も
一
部
で
は
表
現
が
近
似
す
る
と
い
う
傾

美術43_01濱田恒志氏1C_三[1-30].indd   11美術43_01濱田恒志氏1C_三[1-30].indd   11 2022/03/07   10:42:082022/03/07   10:42:08



美　

術　

史　

学　
　

第
四
十
三
号

1（

向
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
興
味
深
い
。
こ
の
事
実
か
ら
、
本
像
は
善
根
寺
像
か

ら
少
し
後
の
時
代
の
作
で
あ
り
な
が
ら
、
系
統
の
連
な
る
在
地
仏
師
に
よ
り
造

像
さ
れ
た
と
想
定
す
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
善
根
寺
像
の
面

貌
は
後
世
に
大
幅
な
彫
り
直
し
を
さ
れ
て
い
る
点
が
惜
し
い
が
、
当
初
の
表
情

を
本
像
か
ら
想
像
す
る
こ
と
も
、
あ
る
い
は
許
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

な
お
近
隣
に
所
在
す
る
天
王
像
の
類
例
と
し
て
は
、
善
根
寺
像
の
ほ
か
、
市

内
な
ら
ば
円
城
寺
の
毘
沙
門
天
立
像
が
あ
り（
11
（

、
県
内
な
ら
ば
古
保
利
薬
師
堂
四

天
王
立
像
が
著
名
だ
が
、
ず
ん
ぐ
り
と
し
た
体
軀
の
バ
ラ
ン
ス
は
共
通
す
る
一

方
、
円
城
寺
像
は
体
奥
が
深
く
重
量
感
に
富
む
体
軀
を
有
し
、
古
保
利
薬
師
堂

像
は
表
情
や
甲
の
各
部
意
匠
を
入
念
に
彫
刻
し
て
い
る
点
で
、
そ
れ
ぞ
れ
大
き

な
相
違
が
あ
る
。
制
作
年
代
は
い
ず
れ
も
本
像
よ
り
先
行
す
る
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に
―
両
作
例
の
意
義
と
三
原
の
古
代
彫
刻
史
の
重
要
性
―

　

こ
こ
ま
で
、
新
た
に
三
原
市
指
定
重
要
文
化
財
と
し
て
指
定
さ
れ
た
二
位
神

社
と
東
旭
院
の
両
作
例
に
つ
い
て
紹
介
し
て
き
た
。
今
一
度
、
両
作
例
の
特
色

と
意
義
を
ま
と
め
て
お
く
。

　

二
位
神
社
の
女
神
坐
像
は
、
平
安
時
代
の
神
像
と
し
て
は
大
き
な
像
高
と
厚

い
体
奥
を
有
し
、
姿
勢
に
は
変
化
を
つ
け
、
厳
し
い
表
情
が
丹
念
に
彫
刻
さ
れ

て
い
る
。
一
般
的
に
、
こ
の
時
代
の
神
像
は
表
現
が
省
略
さ
れ
、
像
高
が
小
さ

く
な
っ
て
い
く
傾
向
に
あ
る
中
で
、
本
像
は
存
在
感
が
あ
り
、
か
つ
入
念
な
制

作
態
度
が
窺
え
る
。
三
原
市
に
お
い
て
は
、
御
調
八
幡
宮
像
に
次
ぐ
神
像
の
秀

作
で
あ
る
と
位
置
付
け
ら
れ
る
。

　

男
神
像
は
、
腰
以
下
が
切
断
さ
れ
て
い
る
点
が
惜
し
い
も
の
の
、
深
く
力
強

く
刻
ま
れ
た
面
貌
が
印
象
的
で
あ
り
、
近
隣
で
は
類
例
を
見
出
し
難
い
個
性
的

な
作
で
あ
る
。

　

東
旭
院
の
観
音
菩
薩
立
像
は
、
頭
体
幹
部
材
か
ら
共
に
造
り
出
さ
れ
た
台
座

蓮
肉
ま
で
残
っ
て
い
る
点
が
地
方
に
お
い
て
は
貴
重
で
あ
る
。
表
面
彩
色
が
後

補
で
あ
る
も
の
の
彫
刻
面
は
ほ
ぼ
当
初
の
状
態
を
良
好
に
保
っ
て
お
り
、
絵
画

的
な
う
ね
り
を
ひ
た
す
ら
強
調
し
た
衣
文
表
現
が
注
目
さ
れ
る
。
近
隣
の
平
安

彫
刻
と
比
較
し
て
も
古
様
で
印
象
的
な
表
現
を
有
す
る
と
こ
ろ
に
、
本
像
の
大

き
な
特
徴
が
あ
る
。

　

二
天
王
立
像
も
ま
た
平
安
時
代
、
十
世
紀
に
遡
る
古
像
で
あ
り
、
体
軀
の
バ

ラ
ン
ス
は
当
時
の
都
の
作
例
の
傾
向
に
準
ず
る
。
善
根
寺
像
と
比
較
す
る
と
、

全
体
の
作
風
は
異
な
る
も
の
の
、
一
部
の
表
現
が
近
似
す
る
と
い
う
興
味
深
い

現
象
を
み
せ
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
二
位
神
社
と
東
旭
院
の
両
作
例
は
、
三
原
市
に
お
い
て
個

性
的
な
位
置
を
占
め
る
貴
重
な
古
像
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
く
、
視
野
を
広

島
県
や
中
国
地
方
に
広
げ
て
み
て
も
、
そ
の
位
置
付
け
は
お
そ
ら
く
変
わ
ら
な

い
だ
ろ
う
。

　

で
は
、
こ
う
し
た
彫
像
が
、
な
ぜ
こ
の
地
に
伝
わ
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
そ
れ
に
は
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
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広
島
・
二
位
神
社
男
女
神
像
と
東
旭
院
観
音
菩
薩
立
像
お
よ
び
二
天
王
立
像

―
三
原
市
新
指
定
文
化
財
の
紹
介

―

　

二
位
神
社
と
東
旭
院
は
、
い
ず
れ
も
平
安
時
代
の
重
要
作
例
を
伝
え
る
一
方

で
、
そ
の
沿
革
に
つ
い
て
は
記
録
に
乏
し
く
、
そ
れ
ら
の
造
像
当
初
の
状
況
や

造
像
の
目
的
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
全
く
不
明
で
あ
る
。
た
だ
し
、
古
代
彫
像
の

集
中
す
る
こ
の
地
域
か
ら
、
注
目
す
べ
き
新
た
な
作
例
が
見
出
せ
た
こ
と
に
は

大
き
な
意
味
が
あ
る
。

　

現
存
作
例
に
よ
る
限
り
、
三
原
市
域
の
古
代
彫
刻
史
は
、
御
調
八
幡
宮
の
神

像
群
か
ら
本
格
的
に
始
ま
る
と
み
て
よ
い（
11
（

。
先
述
の
通
り
九
世
紀
半
ば
か
ら
末

に
か
け
て
の
作
と
み
ら
れ
る
同
神
像
群
は
、
日
本
の
神
像
彫
刻
の
中
で
も
屈
指

の
古
例
で
あ
り
、
三
原
市
に
お
い
て
古
代
彫
像
の
国
指
定
文
化
財
は
現
在
の
と

こ
ろ
同
神
像
群
の
み
で
あ
る
。
そ
の
た
め
一
般
的
に
は
、
例
外
的
に
こ
の
地
方

に
存
在
す
る
孤
高
の
古
像
と
捉
え
ら
れ
が
ち
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
二
位
神

社
像
の
存
在
を
改
め
て
前
提
と
し
た
と
き
、
こ
う
し
た
見
方
は
必
ず
し
も
正
し

く
な
く
な
る
。
二
位
神
社
像
に
よ
っ
て
、
三
原
の
古
代
彫
刻
史
に
お
い
て
神
像

は
、
決
し
て
御
調
八
幡
宮
で
完
結
す
る
例
外
的
な
存
在
な
の
で
は
な
く
、
そ
れ

以
降
も
古
代
の
こ
の
地
で
は
神
像
彫
刻
の
歴
史
が
継
続
し
て
い
た
こ
と
が
判
明

す
る
。
二
位
神
社
像
が
見
出
さ
れ
た
大
き
な
意
義
は
、こ
の
点
に
も
あ
る
の
だ
。

　

三
原
市
域
に
伝
わ
る
古
代
の
作
例
の
う
ち
、
数
や
像
高
の
う
え
で
最
大
規
模

を
誇
る
の
は
善
根
寺
収
蔵
庫
の
諸
像
だ
。
善
根
寺
の
諸
像
は
、
古
代
の
こ
の
地

に
お
け
る
一
つ
の
中
核
寺
院
に
伝
わ
っ
た
と
み
て
間
違
い
な
い
。
だ
が
東
旭
院

の
観
音
菩
薩
立
像
は
、
こ
の
地
の
主
要
寺
院
で
あ
っ
た
は
ず
の
善
根
寺
の
諸
像

と
比
べ
、
ご
く
近
隣
に
伝
わ
り
な
が
ら
異
な
る
作
風
を
示
し
て
い
る
。
か
つ
て

本
稿
筆
者
は
善
根
寺
諸
像
の
検
討
を
通
し
て
、
在
地
社
会
に
お
け
る
仏
教
文
化

の
導
入
に
お
い
て
主
な
役
割
を
担
っ
た
の
は
在
地
有
力
者
で
あ
る
こ
と
を
論
じ

た
が（
11
（

、
東
旭
院
像
と
善
根
寺
像
の
作
風
の
隔
た
り
は
、
た
と
え
一
つ
の
限
定
さ

れ
た
地
域
内
で
あ
っ
て
も
、
仏
教
の
導
入
ル
ー
ト
が
複
数
存
在
し
得
た
可
能
性

を
想
起
さ
せ
る
。

　

一
方
、
東
旭
院
の
二
天
王
立
像
に
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
善
根
寺
の
四
天
王

立
像
と
近
似
し
た
表
現
が
指
摘
で
き
る
。
二
天
王
立
像
を
通
し
て
善
根
寺
諸
像

を
捉
え
た
と
き
、
善
根
寺
諸
像
の
造
立
以
後
も
、
そ
れ
を
発
端
と
し
た
在
地
の

造
像
が
継
続
し
て
い
た
こ
と
が
垣
間
見
え
る
。
東
旭
院
の
観
音
菩
薩
立
像
と
善

根
寺
諸
像
と
を
比
較
し
た
場
合
と
は
対
照
的
な
状
況
が
見
え
て
く
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
こ
の
ご
く
限
ら
れ
た
地
域
に
伝
わ
る
彫
像
群
を
、
二
位
神

社
と
東
旭
院
の
諸
像
の
存
在
を
含
め
て
改
め
て
俯
瞰
し
た
と
き
、
平
安
時
代
の

初
め
か
ら
半
ば
ま
で
の
間
に
、
地
域
の
主
要
な
社
寺
の
像
と
は
異
な
る
作
風
を

示
す
像
や
、
時
代
差
が
あ
り
な
が
ら
共
通
す
る
表
現
を
示
す
像
な
ど
が
、
多
数

造
ら
れ
た
と
い
う
状
況
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

　

三
原
と
い
う
土
地
自
体
が
彫
刻
史
研
究
の
う
え
で
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
、
近

年
ま
で
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
諸
像
は
、
こ
の
地
域
の
宗
教

文
化
の
多
様
性
や
継
続
性
と
い
っ
た
豊
か
さ
を
雄
弁
に
物
語
っ
て
い
る
。
具
体

的
な
古
代
彫
像
の
存
在
を
も
っ
て
、
こ
う
し
た
こ
と
を
現
代
に
語
り
う
る
特
定

の
地
域
は
、
視
野
を
全
国
に
広
げ
て
み
て
も
地
方
に
お
い
て
は
た
い
へ
ん
稀
で

あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
た
と
き
、
本
稿
で
紹
介
し
た
両
作
例
が
そ
れ
ぞ
れ
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特
色
あ
る
貴
重
な
古
像
だ
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
三
原
の

古
代
彫
刻
史
を
構
築
し
て
い
く
こ
と
が
極
め
て
重
要
な
作
業
と
な
る
の
で
あ

り
、
そ
の
こ
と
が
ひ
い
て
は
、
不
明
点
の
多
い
古
代
日
本
の
地
方
造
像
史
の
実

相
を
解
明
す
る
こ
と
に
も
繋
が
る
で
あ
ろ
う
。

【
注
】

（
1
（
最
近
の
研
究
成
果
と
し
て
は
、
主
に
以
下
の
文
献
が
あ
る
。

	

・�

三
原
市
教
育
委
員
会
生
涯
学
習
課
文
化
財
係
編
『
御
調
八
幡
宮
と
三
原
市

の
文
化
財
展
』
図
録
、
三
原
市
教
育
委
員
会
、
二
〇
一
三
年

	

・�

三
原
市
教
育
委
員
会
文
化
課
編
『
三
原
の
仏
像
』、
三
原
市
教
育
委
員
会
、

二
〇
一
四
年

	

・�

濱
田
恒
志
「
広
島
・
善
根
寺
収
蔵
庫
の
諸
像
に
つ
い
て
」・「
同
（
二
（」・「
同

（
三
（」、『
美
術
史
学
』
第
三
十
五
・
三
十
八
・
四
十
二
号
、
二
〇
一
四
・

二
〇
一
七
・
二
〇
二
一
年

	

・�

三
原
市
教
育
委
員
会
編
『
三
原
市
の
文
化
財
』、
三
原
市
教
育
委
員
会
、

二
〇
一
六
年

	

・�

濱
田
恒
志
「
広
島
・
善
根
寺
収
蔵
庫
の
木
造
僧
形
坐
像
を
め
ぐ
っ
て
―
用

材
の
節
と
善
珠
の
面
影
―
」、
肥
田
路
美
編
『
古
代
文
学
と
隣
接
諸
学　

六　

古
代
寺
院
の
芸
術
世
界
』、
竹
林
舎
、
二
〇
一
九
年

	

　

�

善
根
寺
諸
像
の
詳
細
に
つ
い
て
は
右
記
の
拙
稿
を
、
円
城
寺
伝
来
の
諸
像

に
つ
い
て
は
、『
三
原
の
仏
像
』
所
収
の
図
版
と
一
六
一
～
一
六
四
頁
の

作
品
解
説
（
濱
田
恒
志
執
筆
（
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
（
（	

安
全
管
理
の
都
合
上
、
本
稿
で
は
両
作
例
の
所
在
地
に
つ
い
て
、
三
原
市
が

公
表
し
て
い
る
以
上
の
詳
細
に
言
及
な
い
し
図
示
す
る
こ
と
は
控
え
さ
せ
て

い
た
だ
く
。
い
ず
れ
も
沼
田
川
下
流
域
の
北
側
に
位
置
し
、
二
位
神
社
は
円

城
寺
と
同
町
内
、
東
旭
院
は
善
根
寺
収
蔵
庫
と
同
町
内
に
所
在
す
る
。

（
（
（	

岡
本
虎
一
『
三
原
市
社
寺
巡
拝
記
録　

第
二
巻
』、
私
家
版
、
三
原
市
教
育

委
員
会
蔵
、
一
九
六
一
年
。

（
（
（	

二
位
神
社
男
女
神
像
の
実
査
は
平
成
二
十
七
年
（
二
〇
一
五
（
二
月
十
九
日
・

同
二
十
七
日
（
同
日
の
実
査
で
は
、
当
時
三
原
市
文
化
財
保
護
審
議
会
委
員

で
あ
っ
た
的
野
克
之
氏
の
御
協
力
を
得
た
（、
東
旭
院
諸
像
の
実
査
は
平
成

二
十
五
年
（
二
〇
一
三
（
十
月
十
日
・
令
和
二
年
（
二
〇
二
〇
（
七
月
三
十

日
。

（
（
（	

後
藤
陽
一
監
修
『
日
本
歴
史
地
名
大
系
第
三
十
五
巻　

広
島
県
の
地
名
』、

平
凡
社
、
一
九
八
二
年
の
「
文
献
解
題
」
八
三
四
頁
参
照
。
同
神
名
帳
の
全

文
は
『
芸
藩
通
志
』
巻
二
「
名
神
考
」（
頼
杏
坪
ほ
か
編
著
『
芸
藩
通
志　

第
一
巻
』、
国
書
刊
行
会
、
一
九
八
一
年
（、
お
よ
び
、
広
島
県
編
『
広
島
県

史　

古
代
中
世
資
料
編
一
』、
広
島
県
、
一
九
七
四
年
に
所
載
。

（
（
（	

頼
杏
坪
ほ
か
編
著
『
芸
藩
通
志　

第
四
巻
』、
国
書
刊
行
会
、
一
九
八
一
年
、

一
四
七
五
頁
。
な
お
同
書
で
は
竹
原
の
「
原
野
村
」
と
記
載
さ
れ
る
が
、
本

稿
記
載
の
よ
う
に
「
東
野
村
」
が
正
し
い
。

（
（
（	

豊
田
郡
教
育
会
編
『
豊
田
郡
誌
』、
名
著
出
版
、
一
九
七
二
年
（
原
本
発
行

一
九
三
五
年
（、
二
六
三
頁
。

（
（
（	

前
掲
注
（
『
豊
田
郡
誌
』、
三
一
九
頁
。

（
（
（	

岡
山
県
教
育
委
員
会
編
『
岡
山
県
の
文
化
財
（
二
（』、
岡
山
県
文
化
財
保
護

協
会
、
一
九
八
一
年
、
一
八
七
頁
。
な
お
同
像
に
つ
い
て
は
、
中
田
利
枝
子

「
女
神
坐
像
」
解
説
、
伊
東
史
朗
総
監
修
・
八
尋
和
泉
本
巻
監
修
『
神
像
彫

刻
重
要
資
料
集
成　

第
四
巻　

西
日
本
編
』、
国
書
刊
行
会
、
二
〇
一
八
年
、

四
八
六
～
四
八
七
頁
に
も
詳
し
い
。

（
10
（	

主
な
文
献
は
次
の
通
り
。
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1（

広
島
・
二
位
神
社
男
女
神
像
と
東
旭
院
観
音
菩
薩
立
像
お
よ
び
二
天
王
立
像

―
三
原
市
新
指
定
文
化
財
の
紹
介

―

	

・�

伊
東
史
朗
「
御
調
八
幡
宮
の
神
像
に
つ
い
て
」、『
仏
教
芸
術
』
二
六
九
号
、

二
〇
〇
三
年

	
・�
伊
東
史
朗
「
女
神
坐
像
」「
僧
形
八
幡
神
坐
像
」「
八
幡
三
神
像
」
解
説
、

前
掲
注
1
『
御
調
八
幡
宮
と
三
原
市
の
文
化
財
展
』
図
録
、
六
十
八
～
六

十
九
頁

	

・�

伊
東
史
朗
「
男
神
坐
像
、
女
神
坐
像
」「
八
幡
三
神
坐
像
」
解
説
、
前
掲

注
（
『
神
像
彫
刻
重
要
資
料
集
成
』、
五
一
一
～
五
一
四
頁

（
11
（	

南
宮
神
社
像
と
伊
賀
多
氣
神
社
像
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
文
献
を
参

照
。

	

南
宮
神
社
像

	

・�

文
化
庁
文
化
財
部
美
術
学
芸
課
「
新
指
定
の
文
化
財
」、『
月
刊
文
化
財
』

第
六
四
五
号
、
二
〇
一
七
年
、
十
八
～
二
十
一
頁

	

・�

濱
田
恒
志
「
随
身
立
像
」
解
説
、前
掲
注
（
『
神
像
彫
刻
重
要
資
料
集
成
』、

五
〇
八
～
五
一
〇
頁

	

伊
賀
多
氣
神
社
像

	

・�

的
野
克
之
「
木
造
随
身
立
像
」
解
説
、
同
氏
編
『
島
根
の
文
化
財
―
仏
像

彫
刻
篇
』、
島
根
県
立
博
物
館
、
一
九
九
〇
年
、
一
三
六
～
一
三
七
頁

	

・�

的
野
克
之
「
随
身
立
像
」
解
説
、前
掲
注
（
『
神
像
彫
刻
重
要
資
料
集
成
』、

四
六
五
～
四
六
六
頁

	

・�

濱
田
恒
志
「
随
身
立
像
」
解
説
、島
根
県
立
古
代
出
雲
歴
史
博
物
館
編
『
島

根
の
神
像
彫
刻
』、
同
館
、
二
〇
一
八
年
、
七
十
九
～
八
十
頁

（
1（
（	

同
作
例
に
つ
い
て
は
次
の
文
献
に
詳
し
い
。
伊
東
史
朗
「
東
寺
舎
利
会
と
八

部
衆
面
」、『
仏
教
芸
術
』
二
一
六
号
、
一
九
九
四
年
。

（
1（
（	『
大
日
本
古
文
書
』
家
わ
け
十
一
ノ
二
「
小
早
川
家
文
書
之
二
」、一
〇
九
頁
。

（
1（
（	

三
原
市
役
所
編
『
三
原
市
史　

第
四
巻　

資
料
編
一
』、
同
、
一
九
七
〇
年
、

五
三
二
～
五
三
三
頁
。

（
1（
（	

前
掲
注
（
『
芸
藩
通
志　

第
四
巻
』、
一
四
七
八
頁
。

（
1（
（	

安
久
善
二
編
『
長
谷
村
誌
』、
同
氏
、
一
九
二
二
年
、
七
十
八
頁
。

（
1（
（	

前
掲
注
（
『
豊
田
郡
誌
』、
四
四
九
頁
。

（
1（
（	

前
掲
注
（
『
豊
田
郡
誌
』、
四
四
三
頁
。

（
1（
（	

同
像
に
つ
い
て
は
、
久
野
健
「
聖
観
音
菩
薩
像
」
解
説
、『
美
術
研
究
』
第

一
九
二
号
、
一
九
五
七
年
、
西
川
杏
太
郎
編
『
日
本
の
美
術　

第
二
二
四
号　

近
江
の
仏
像
』、
至
文
堂
、
一
九
八
五
年
、
五
十
～
五
十
一
頁
な
ど
参
照
。

（
（0
（	

同
像
に
つ
い
て
は
、神
戸
佳
文
「
兵
庫
・
但
東
町
西
谷
区
十
一
面
観
音
立
像
」、

『
仏
教
芸
術
』
一
八
〇
号
、
一
九
八
八
年
を
参
照
。
衣
の
縁
で
う
ね
り
が
絵

画
的
に
強
調
さ
れ
る
点
も
、
同
像
と
東
旭
院
像
は
共
通
す
る
。
神
戸
氏
は
同

像
が
十
世
紀
に
入
る
作
か
と
し
な
が
ら
も
、
各
部
に
古
様
が
み
ら
れ
る
こ
と

な
ど
か
ら
、
制
作
年
代
に
つ
い
て
は
検
討
の
余
地
あ
り
と
し
て
い
る
（
同
論

文
一
一
九
頁
（。
な
お
同
像
は
、
井
上
正
「
兵
庫
・
西
谷
観
音
堂
十
一
面
観

音
立
像
」、
同
氏
『
続　

古
佛
―
古
密
教
彫
像
巡
歴
―
』、
法
蔵
館
、
二
〇
一

二
年
（
初
出
は
一
九
八
九
年
（
で
も
紹
介
さ
れ
、
そ
こ
で
は
同
氏
の
様
式
観

に
よ
り
八
世
紀
前
半
の
作
と
推
定
さ
れ
て
い
る
（
同
書
二
〇
〇
頁
（。

（
（1
（	

西
川
杏
太
郎
「
一
木
造
と
寄
木
造
」、
同
氏
『
日
本
彫
刻
史
論
叢
』、
中
央
公

論
美
術
出
版
、
二
〇
〇
〇
年
、
三
一
五
頁
（
初
出
は
一
九
八
三
年
（
な
ど
参

照
。

（
（（
（	

前
掲
注
1
拙
稿
「
善
根
寺
収
蔵
庫
の
諸
像
に
つ
い
て
」、
二
十
九
頁
。

（
（（
（	

仁
和
寺
像
は
同
寺
阿
弥
陀
三
尊
像
と
同
じ
仁
和
四
年
（
八
八
八
（
頃
、
清
凉

寺
像
は
同
寺
阿
弥
陀
三
尊
像
と
同
じ
寛
平
八
年
（
八
九
六
（
頃
の
作
と
考
え

ら
れ
て
い
る
。伊
東
史
朗『
日
本
の
美
術　

第
四
七
九
号　

十
世
紀
の
彫
刻
』、

至
文
堂
、
二
〇
〇
六
年
、
三
十
一
頁
。

（
（（
（	
前
掲
注
1
『
三
原
の
仏
像
』
一
六
一
～
一
六
二
頁
を
参
照
。

（
（（
（	

三
原
市
本
郷
町
に
は
白
鳳
期
の
創
建
と
さ
れ
る
横
見
廃
寺
跡
が
あ
り
、
そ
こ
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に
彫
像
が
安
置
さ
れ
た
可
能
性
は
あ
る
が
、
彫
像
の
目
立
っ
た
遺
品
は
確
認

さ
れ
て
い
な
い
。
同
寺
跡
の
発
掘
調
査
に
つ
い
て
は
、
広
島
県
教
育
委
員
会

編
『
安
芸
横
見
廃
寺
の
調
査
』
Ⅰ
～
Ⅲ
、
Ⅰ
・
Ⅱ
は
同
会
発
行
、
Ⅲ
は
広
島

県
文
化
財
協
会
発
行
、
一
九
七
二
～
一
九
七
四
年
を
参
照
。

（
（（
（	

前
掲
注
1
拙
稿
「
善
根
寺
収
蔵
庫
の
諸
像
に
つ
い
て
（
三
（」、
十
四
～
十
五

頁
。

【
図
版
の
出
典
】

す
べ
て
本
稿
筆
者
撮
影
。

【
付
記
】

　

両
作
例
の
実
査
は
三
原
市
教
育
委
員
会
文
化
課
に
よ
る
市
指
定
候
補
文
化
財
調

査
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
実
査
や
本
稿
の
公
刊
に
あ
た
っ
て
は
、
東
旭
院
を
所
管

す
る
佛
通
寺
様
、
な
ら
び
に
二
位
神
社
と
東
旭
院
の
管
理
者
各
位
よ
り
寛
大
な
る

御
理
解
を
賜
っ
た
。
ま
た
こ
の
間
、
時
元
省
二
氏
を
は
じ
め
と
す
る
三
原
市
教
育

委
員
会
文
化
課
の
各
位
か
ら
は
多
く
の
御
協
力
を
賜
っ
た
。
善
根
寺
保
存
会
か
ら

は
写
真
掲
載
に
つ
い
て
御
高
配
を
賜
っ
た
。
末
筆
な
が
ら
こ
こ
に
記
し
て
深
く
感

謝
申
し
上
げ
ま
す
。
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1（

広
島
・
二
位
神
社
男
女
神
像
と
東
旭
院
観
音
菩
薩
立
像
お
よ
び
二
天
王
立
像

―
三
原
市
新
指
定
文
化
財
の
紹
介

―

図1-1　女神坐像　広島・二位神社
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図1-2　同　左斜側面図1-3　同　右側面

図1-4　同　背面
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1（

広
島
・
二
位
神
社
男
女
神
像
と
東
旭
院
観
音
菩
薩
立
像
お
よ
び
二
天
王
立
像

―
三
原
市
新
指
定
文
化
財
の
紹
介

―

図1-5　同　頭部右斜側面

図1-6　同　像底
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図2-1　男神像　広島・二位神社
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図2-5　同　像底

図2-3　同　右側面 図2-2　同　背面

図2-4　同　頭部右斜側面
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図3-1　観音菩薩立像　広島・東旭院
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図3-5　同　背面

図3-3　同　右側面 図3-2　同　左側面

図3-4　同　左斜側面

美術43_01濱田恒志氏1C_三[1-30].indd   23美術43_01濱田恒志氏1C_三[1-30].indd   23 2022/03/07   10:42:132022/03/07   10:42:13



美　

術　

史　

学　
　

第
四
十
三
号

（（

図3-7　同　頭部右側面 図3-6　同　頭部正面

図3-9　同　足先

図3-8　同　背面朱書銘
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図4-1　二天王立像（その1）　広島・東旭院
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図4-3　同　右側面 図4-2　同　左斜側面

図4-5　同　頭部正面 図4-4　同　背面
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図5-1　二天王立像（その2）　広島・東旭院
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図5-3　同　右斜側面 図5-2　同　左側面

図5-5　同　頭部正面
図5-4　同　背面
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図6　�月光菩薩立像　頭部右斜側面　広島・善根寺収蔵庫

図8　�多聞天立像　正面下半身�
広島・善根寺収蔵庫

図7　�二天王立像（その2）正面下半身�
広島・東旭院
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examples in the neighboring area, showing the continuity of the region’s Buddhist 
image production.

Mihara City is an area throughout which many Buddhist images from the Heian 
period have been passed down. Every example introduced in this paper has its own 
unique value, and should be given new attention, as they speak to the diversity and 
richness of the religious culture of this region.
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Summary

The Male & Female Deities of Nii Shrine, and the 
Standing Kannon Bosatsu (Avalokitesvara) and the 

Standing Two Guardian Kings at Tōkyoku-in Temple 
in Hiroshima:

An Introduction to Mihara City’s New Designated Cultural 
Properties

Koshi HAMADA

This paper introduces two cases in which statues have been newly designated 
as Cultural Properties in Mihara City, Hiroshima Prefecture, in recent years. The 
first is of the male and female deities inherited by Nii Shrine, and the second is of 
the standing Kannon Bosatsu and the standing Two Guardian Kings passed down to 
Tōkyoku-in Temple.

The seated female deity belonging to Nii Shrine is believed to have been made 
in the Heian period between the 10th and 11th centuries, due to features of its shape 
such as the hairstyle and posture, as well as its composition, having been made from 
a single piece of wood. The appearance of the statue is similar to the seated goddess 
statue of Mitsuki-Hachimangū Shrine, a famous idol which has been passed down 
within Mihara City. Meanwhile, the male deity is believed to have been made around 
the 11th to 12th century. It features an intimidating expression, with its eyes open and 
mouth curled. The facial expression of this statue is more similar to those of masks 
rather than statues.

The standing Kannon Bosatsu at Tōkyoku-in Temple is characterized by the 
pictorial expression of its clothing, which features repeating waves both large and 
small. In addition, the feet and part of the pedestal are also carved from the same 
wood as the main body, an old form of structure even for statues carved from single 
pieces of wood. From the above characteristics, the work can be judged to have been 
made in the early Heian period, around the middle of the 9th century. No Buddhist 
statue similar to this one has been confirmed in the neighboring area. Meanwhile, 
the standing Two Guardian Kings are believed to have been made around the 10th 
century, and their detailed expressions have things in common with pre-existing 
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